
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

幕張海浜こども園 

 園則（兼運営規程） 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

社会福祉法人愛の園福祉会 

（2021 年 10 月 1 日） 



 

 

 
幕張海浜こども園園則（兼運営規程） 

 

 

（事業所の名称等） 

第 １ 条 社会福祉法人愛の園福祉会が設置するこの幼保連携型認定こども園の名称及び所

在地は、次のとおりとする。 

        （１）名  称 幕張海浜こども園 

      （２）所在地  千葉県千葉市美浜区幕張西２丁目７－２ 

 

（施設の目的及び運営方針） 

第 ２ 条 幕張海浜こども園（以下「当園」という。）は、キリスト教精神に根ざし、聖書

の教えに立脚して、義務教育及びその後の教育の基礎を培うものとしての満３

歳以上の子どもに対する教育並びに保育を必要とする子どもに対する保育を一

体的に行い、これらの子どもの健やかな成長が図られるよう適当な環境を与え

て、その心身の発達を助長するとともに、保護者に対する子育ての支援を行う

ことを目的とする。 

２    本園は、教育・保育の提供にあたっては、入園する子どもの最善の利益を考慮

し、その福祉を積極的に増進するのに最もふさわしい生活の場を提供するよう

務めるものとする。 

３   本園は、教育・保育に関する専門性を有する職員が、家庭との密接な連携の下      

に、子どもの状況や発達過程を踏まえ、教育と保育を一体的に行うものとする。 

４   本園は、社会の期待や願いに応えられる創意と活力のある教育・保育活動をすす

め、子ども・保護者・地域に信頼されるよう努めるものとする。 

５   本園は、安心・安定した情緒と落ち着いた環境の中で、健やかで豊かな心と体が

育つよう教育・保育を行うものとする。 

６   本園は、教育基本法(平成１８年法律第１２０号)、学校教育法（昭和２２年法律 

第２６号）、就学前の子どもに関する教育・保育等の的な提供の推進に関する 

法律（平成１８年法律第７７号。以下、「認定こども園法」という。）および 

子ども・子育て支援法(平成２４年法律第６５号)、千葉市幼保連携型認定こど 

も園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する基準を定める条例(平成２６年 

条例第４６号。以下、「認可基準」という。）及び千葉市特定教育・保育施設 

及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例（平成２６年条例４ 

８号。以下、「運営基準」という。）その他関係法令を遵守して運営するもの 

とする。 

 

（学級の編制） 

第 ３ 条 満３歳以上の園児については、教育課程に基づく教育を行うため、学級を編制す 

るものとする。 

２   １学級の園児の数は、３０人以下を原則とする。 

３   学級は、学年の初めの日の前日において同じ年齢にある園児で編制することを原

則とする。 

 

（認可定員） 

第 ４ 条 本園の認可定員は１９５名とし、区分ごとの定員は下記のとおりとする。 

（1）  子ども・子育て支援法第１９条第１項第１号に該当する子ども（保育を必要とし 

ない満３歳以上の子ども。以下「１号認定子ども」という。） ３名 



 

 

（2）  子ども・子育て支援法第１９条第１項第２号に該当する子ども（保育を必要とす 

る満３歳以上の子ども。以下「２号認定子ども」という。）および子ども・子 

育て支援法第１９条第１項第３号に該当する子ども（保育を必要とする満３歳 

未満の子ども。以下「３号認定子ども」という。）のうち、満１歳以上の子ど 

も１８０名 

 

（利用定員） 

第 ５ 条 本園の利用定員は、子ども・子育て支援法（以下「法」という。）第１９条第１

項の各号に掲げる小学校就学前子どもの区分ごとに、次のとおり定める。 

（１）  １号認定に該当する子ども  ３名 

（２）  ２号認定に該当する子ども １１９名  

（３）  ３号認定に該当する子どものうち、満１歳以上の子ども ６１名 

（４）  ３号認定に該当する子どものうち、満１歳未満の子ども １２名 

 

（提供する教育・保育等の内容） 

第 ６ 条 本園は、幼保連携型認定こども園教育・保育要領（平成２６年４月３０日内閣

府・文部科学省・厚生労働省告示第 1号）に基づき、以下に掲げる教育・保育そ

の他の便宜の提供を行う。 

（１）  子ども・子育て支援法第２７条第１項に規定する特定教育・保育 

  （２）  食事の提供 

  （３）  送迎 

  （４）  子育て支援事業 

  （５）  延長保育事業 

  （６）  一時預かり事業 

  （７）  その他教育・保育に係る行事等 

 

（保護者に対する子育て支援の内容に関する事項） 

第 ７ 条  前条に規定する子育て支援事業の内容については、就学前の子どもに関する教 

育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行規則（平成１８年９月７日 

          文部科省・厚生労働省令第 ３ 号）第２条各項のとおりとする。 

 

（延長保育） 

第 ８ 条 本園は、２号認定子どもおよび３号認定子どもについて、本園の定める時間帯を 

         超えて保育が必要な場合に延長保育を行う。また、土曜日は保育短時間の延長 

      保育（７時～９時、１７時～１８時）を行う。 

 

 （一時預かり事業） 

第 ９ 条 本園は、一時預り事業として不定期および定期利用を以下のとおり実施する。 

 （１）不定期利用は、８時から１７時まで（土曜日は８時から１２時３０分まで）、 

   保護者が、病気や出産、家族の看護等などで緊急に保護が必要とされる子どもに対 

   して、一時的に保育を実施する。 

（２）定期利用は、８時から１７時まで（土曜日も含む）パート就労などで、家庭での 

育児が年間を通して断続的（週２または３日） に困難となる場合に保育を実施す 

る。 

２ 受け入れ態勢や子どもの状況などにより、受け入れが困難な場合はこの限りでな 

い。 

 

 



 

 

（預かり保育事業） 

第１０条 本園は、１号認定子どもが教育標準時間を超えて保育を希望する場合には、１３ 

時から１７時までの間で保育を実施する。    

 

 

（職員の職種、員数及び職務の内容） 

第１１条 教育・保育の実施に当たり配置する職員の職種、員数及び職務内容は、次のと 

おりとする。ただし、利用乳幼児の受け入れ状況等により、員数が変動する場

合が有り得る。 

  （１）園長 １名（常勤専従） 

     園長は、職員及び業務の管理を一元的に行い、職員に対し法令等を遵守させるた

め必要な指揮命令を行うとともに、園務を司る。 

  （２）主幹保育教諭 １名（常勤専従） 

主幹保育教諭は、利用乳幼児を全体的に把握し、園長を補佐する。また、地域の 

保護者等に対する子育て支援を行うとともに、教育・保育内容について他の保育 

教諭を総括する。 

（３）保育教諭  

保育教諭は認可基準第５条第３項の規程（以下、配置基準という。）に応じた数

以上の数を配置する。（常勤専従） 

  （４）講師は配置基準を踏まえて必要数以上の数を配置する。 

（５）栄養教諭 ２名 

栄養教諭は、子どもの発達段階に応じ、０歳児の離乳食、１～２歳児の乳児食お

よび３歳以上の幼児食に係る献立の作成を行い、必要に応じ調理に携わる。 

（６）給食調理員 １名 

               調理員は、栄養士の作成した献立に基づき、給食及びおやつを調理する。 

（７）事務員 １名または２名 

事務員は施設会計における帳簿作成および管理の他、事務全般に関わる業務を行

う。 

（８）学校医 １名（嘱託） 

学校医は学校保健安全法施行規則第２２条に規定されている職務を行う。 

（９）学校歯科医１名（嘱託） 

学校歯科医は学校保健安全法施行規則第２３条に規定されている職務を行う。 

（10）学校薬剤師 １名（嘱託） 

学校薬剤師は学校保健安全法施行規則第２４条に規定されている職務を行う。 

２  職員の職務は、１項の定める職務の他、認定こども園法及びその他関係法令の定 

めるところによる。 

 

（学期） 

第１２条 本園の学年は、４月１日に始まり翌年３月３１日に終わる。また、１年を次の 

３学期に分ける。           

（１）第１学期 ４月１日から ７月３１日まで 

 （２）第２学期 ８月１日から１２月３１日まで 

（３）第３学期 １月１日から ３月３１日まで 

 

 

 

 

 



 

 

（教育・保育の提供する時間） 

第１３条 教育・保育を提供する時間は次のとおりとする。 

（１） 教育標準時間認定に係る教育時間 

      ９時から１３時を標準とする。 

     なお、上記以外の時間帯において、やむを得ない理由により保育が必要な場合は、

１３時から１７時までの範囲内で、一時預り保育を提供する。 

（２） 保育標準時間認定に係る保育時間 

      ７時から１８時までの範囲内で、保護者が保育を必要とする時間とする。 

     なお、上記以外の時間帯において、やむを得ない理由により保育が必要な場合は、

１８時から２０時までの範囲内で、延長保育を提供する。 

（３） 保育短時間認定に係る保育時間 

      ９時から１７時までの範囲内で、保護者が保育を必要とする時間とする。 

      なお、上記以外の時間帯において、やむを得ない理由により保育が必要な場合は、 

７時から９時まで及び１７時から２０時までの範囲内で、延長保育を提供する。 

 

（教育・保育の提供を行う日） 

第１４条 教育・保育を提供する日は、月曜日から土曜日までとする。ただし、１号認定 

子どもについては、月曜日から金曜日までとする。 

２    本園の休業日は、次のとおりとする。 

（１）日曜日 

（２）年末年始（１２月２９日から１月３日） 

（３）国民の祝日に関する法律（昭和 23 年法律第 178 号）に規定する休日 

３    本園が定める長期休業の期間においては、１号認定子どもに対する教育・保育の 

提供は原則として行わない。なお、長期休業期間の種類は下記のとおりとす 

る。 

（１）学年始め休業日（春休み） 

（２）夏季休業日（夏休み） 

（３）秋季休業日（秋休み） 

（４）冬季休業日（冬休み） 

（５）学年末休業日（春休み） 

４    教育・保育上必要があり、または、やむを得ない事情があるときは、前２項の規 

定にかかわらず休業日に教育・保育を行うことがある。 

５    非常変災その他急迫の事情があるときは、臨時に教育・保育を行わないことがあ

る。 

 

（入園に関する選考基準） 

第１５条 本園の入園に関する選考基準は以下のとおりとする。 

（１）  利用の申し込みのあった教育標準時間の認定を受けた者と現に本園を利用して 

いる教育標準時間の認定を受けた園児の総数が利用定員の総数を超える場合に 

ついては、運営基準第６条第２項により、抽選、申込みを受けた順序により決 

定する方法、当園の教育理念に基づく選考等、事前に園長が定めて保護者に明 

示した公正な方法により選考する。 

（２） 前号の選考の方法その他入園に必要な手続きは、毎年度、募集要項を定めて明 

    示する。ただし、保育時間の認定を受けた者については児童福祉法(昭和２２年 

    法律第１６４号)第２４条の規定に基づき市町村が行う利用の調整に従い決定さ 

    れる。 

（３） 本園は、保育時間の認定を受けた園児の利用について市町村が行う利用の調整 

    及び要請に対し、運営基準第７条の規定により、できる限り協力する。 



 

 

（休園、退園、転園に関する事項） 

第１６条 休園、退園もしくは転園しようとする者は、その理由を記して園長に届け出る 

ものとする。 

 

（利用の終了に関する事項） 

第１７条 当園は、以下の場合に教育・保育の提供を終了するものとする。 

（1）  １号認定子ども及び２号認定子どもが小学校就学の始期に達したとき 

（2）  ３号認定子どもの保護者が、法令等に定める支給要件に該当しなくなったとき 

（3）  その他、利用の継続について、重大な支障又は困難が生じたとき 

２    本園が定める所定の教育・保育課程を修了した者には、修了証書を授与する。 

 

（保護者から受領する利用者負担額その他費用の種類、支払を求める理由及びその額） 

第１８条 当園は、満３歳になった後の４月１日から小学校入学前までは、基本保育料を無

償とする。０歳児から２歳児までは住民税非課税世帯を対象として、基本保育

料を無償とする。 

 

２     当園は、運営基準第１３条第４項の規定に基づき、保護者の同意を得た上で、

特定教育・保育において提供される便宜に要する費用の内、保護者負担とする

べきものについて、下記のとおり実費の支払いを受ける。 

費用の種類 納付額 徴収の目的 
納付 

時期 
対象 

学校安全会費 １３１円／年 園内事故発生時の補償のため ５月 全園児 

布団乾燥費 ３８０円／月 寝具衛生保持のため 毎月 全園児 

教育・保育 

教材費 
購入品目による 教育・保育活動使用のため 年１回 １・２号 

主食費 １，５００円／月 給食における主食提供のため 毎月 １・２号 

給食費 ５，６００円／日 給食およびおやつ提供のため 毎月 １・２号 

制服類 購入品目による 生活習慣習得の一環として 入園児 １・２号 

体操服類 購入品目による 生活習慣習得の一環として 入園児 全園児 

オムツ 

処理費用 

0・1歳児 345 円／月 

  2 歳児 145 円／月 

衛生環境保持および保護者の

持ち帰り負担軽減のため 
毎月 ３号 

                              ※2021 年 10月現在 

※給食費について 

    〇副食費の免除 

     年収３６０万円未満相当の世帯及び全階層の第３子（※）以降は、副食費が免      

除される。 

    （※）年収３６０万円相当以上の世帯は、「第３子」の考え方について、兄、姉      

が保育園等に入所しているなどの要件あり。 



 

 

    〇金額の根拠 

   （１）主食費 月額 １，５００円（１食あたり  ７５円×２０日） 

   （２）副食費 月額 ５，６００円（１⾷あたり２８０円×２０日） 

                    （副食費１食あたりの内訳 おかず代２４０円、おやつ代４０円） 

  ＊２０⽇は⽉の平均開所⽇数を表しており、毎月の徴収額とは異なる。 

 ＊徴収額は、該当月の給食提供日数で決定する。 

 ＊１号認定児童が、長期休業期間に保育利用する場合の給食費は、保育利用日の

事前確認により決定する。 

 ＊１号認定児童が、長期休業期間における事前確認で決定した保育利用日に欠席

した場合の減額は行わない。 

 ＊１号認定児童が、長期休業期間における事前確認以外に保育利用日の追加が 

  あった場合には、給食費の追加徴収を行う。 

 

    〇月途中の入退園 

     月途中の入退園の場合の給食費の取り扱いは以下の通りとする。 

      入園：日割り計算（提供した日数）を行う。 

      退園：前月２０日までに申請のあった場合のみ日割り計算を行う。 

 

    〇その他長期欠席の場合等 

   （１）保護者より１ヶ月以上の長期間に渡り欠席または給食および完食を要しない      

連絡があり、食材発注準備に反映することが可能な場合は、月単位での徴収 

      額の減額を行う。 

   （２）１か月未満の欠席や、お弁当を月に数日持参するような場合は、１か月分を 

      徴収する。 

   （３）アレルギー対応食や、宗教上の理由により他の児童と別の食事を提供する場 

      合も、他の児童と同様の金額を徴収する。 

 

３    延長保育の 1時間あたりの料金は、下記のとおりとする。       

２号認定こども ３号認定こども 

１時間あたり １，９００円／月 １時間あたり ３，０００円／月 

    

         延長保育利用申請をしていない利用者が、月１日まで利用する場合は、下記 

の通とする。 

２号認定こども ３号認定こども 

１，０００円／日 １，５００円／日 

 

 

 

 

 



 

 

４    一時預かり保育および特定保育の料金は下記のとおりとする。 

   不定期利用（日額） 

 半日 １日 

３歳未満児 １，１００円 ２，２００円 

３歳以上児 ６００円 １，２００円 

 

   定期利用（月額） 

 週２日利用 週３日利用 時間外 

３歳未満児 １８，３００円 ２６，１００円 ３，０００円 

３歳以上児 ９，４００円 １３，５００円 １，９００円 

 

５  １号認定子どもにおける預かり保育の１時間あたりの料金は、下記のとおりとす 

      る。 

１００円 

  

 ６  その他本園の利用において通常必要とされるものに係る費用で保護者に負担させる

ことが適当と認められるもの。 

 

（緊急時における対応方法） 

第１９条 本園は、園児の安全の確保を図るため、認定こども園法第２７条において準用す 

る学校保健安全法（昭和３３年法律第５６号）第２７条の規定により学校安全 

計画を策定し実施するとともに、同法第２９条第１項の規定により、危険等発 

生時対処要領を作成し訓練等を行う。 

２       本園の職員は、教育・保育の提供を行っているときに、子どもに病状の急変、 

その他緊急事態が生じたときは、速やかに学校医又は子どもの主治医に連絡す

る等、必要な措置を講じるものとする。 

３      教育・保育の提供により事故が発生した場合は、千葉市、子どもの保護者等に

連絡するとともに、必要な措置を講じるものとする。 

４      本園は、事故の状況や事故に際して行った処置について記録するとともに、事 

         故発生の原因を解明し、再発防止のための対策を講じるものとする。 

５       子どもに対する教育・保育の提供により賠償すべき事故が発生した場合には、 

損害賠償を速やかに行うものとする。 

 

 （非常災害対策） 

第２０条 本園は、認定こども園法第２７条において準用する学校保健安全法及び運営基準

第３２条の規定により、市町村、保護者等への連絡、警察署その他関係機関と

の連携を図る。 

２  本園は、非常災害に備え、子どもの安全を確保するための具体的な計画及びマ 

ニュアル（次項及び第４項において「計画等」という。）を作成することとす 

る。 

３    本園は、計画等に基づき、子どもの避難及び関係機関への連絡のための体制を整

備し、当該体制について職員に周知するとともに、子どもに避難方法等につい



 

 

て理解させるよう努めることとする。 

４    本園は、少なくとも毎月１回以上、避難及び消火に係る訓練を実施するものとす

る。 

５    本園は、前項における訓練の結果を踏まえ、計画等の検証及び必要な見直しを行 

うこととする。 

 

 （虐待の防止のための措置） 

第２１条 本園は、子どもの人権の擁護及び虐待の防止を図るため、必要な体制の整備を 

行うとともに、職員に対する研修の実施その他必要な措置を講じるものとする。 

 

 （記録の整備） 

第２２条 本園は、教育・保育の提供に関する以下に掲げる記録を整備し、その完結の日 

から５年間保存するものとする。 

（1）  教育・保育の実施に当たっての計画 

（2）  提供した教育・保育に係る提供記録 

（3）  運営基準に規定する支給認定を行った市区町村への通知に係る記録 

（4）  保護者からの苦情の内容等の記録 

（5）  事故の状況及び事故に際して行った処置についての記録 

 

 （苦情対応について） 

第２３条 保護者は、提供されたサービス等につき苦情を申し出ることが出来る。その場合

本園は、速やかに事実関係を調査し、その結果、改善の必要性の有無並びに改

善方法について、保護者に報告するものとする。なお、苦情申出窓口は、別途

苦情対応規程に記載されたとおりとする。 

 

 （第三者評価について） 

第２４条 本園は第三者評価事業を５年を目安に１回受審するものとし、この結果を公表

するものとする。 

 

 （秘密の保持について） 

第２５条  本園は、業務上知り得た利用者およびその家族に関する個人情報並びに秘密事 

項については、利用者または第三者の生命、身体等に危険がある場合等正当な 

理由がある場合、正当な権限を有する官憲の命令による場合並びに別に定める 

文章（情報提供同意書）により同意がある場合に限り第三者に開示するものと 

し、それ以外の場合は、保育園利用中および利用終了後においても第三者に対 

して秘匿するものとする。 

２     職員は業務上知り得た利用者またはその家族の秘密を保持するものとする。ま 

た、職員でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するものとする。 

 

 附 則 

  この園則は２０１５年４月１日から実施する。 

この園則は２０１５年５月２３日から一部改定実施する。 

（第 4条 2項、第 18条 2項、5項） 

この園則は２０１８年１１月２４日から一部改定実施する。（園名称変更） 

この園則は２０１９年４月１日から一部改定実施する。（園児定員、実費徴収項目変更） 

この園則は２０１９年１０月１日から一部改定実施する。（保育料、給食費の取り扱い） 

この園則は２０２１年４月１日から一部改定実施する。（延長保育料の取り扱い） 

この園則は２０２１年１０月１日から一部改定実施する。（実費徴収金額の一部変更） 


